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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像撮像装置により取得される被検体のリファレンス断層像を記憶する記憶手段と、前
記被検体の前記リファレンス断層像と同一断層面の超音波断層像を撮像する超音波撮像手
段と、前記リファレンス断層像及び前記超音波断層像の対応する組織部位に少なくとも２
つの基準点を設定する基準点設定手段と、前記リファレンス断層像の設定基準点間の距離
をリファレンス距離として算出するとともに、該リファレンス距離と前記超音波断層像の
設定基準点間の距離である超音波距離とに基づいて、前記被検体の組織の音響特性に関す
る物理量を演算して表示手段に表示する音響特性評価手段とを備えてなることを特徴とす
る超音波診断装置。
【請求項２】
　前記基準点設定手段は、前記表示手段に表示された前記リファレンス断層像及び前記超
音波断層像上で、２組以上の対応する組織部位に基準点を入力する手段、前記表示手段に
表示された前記リファレンス断層像及び前記超音波断層像上で、両断層像に含まれる前記
被検体の関心部位の輪郭を入力する手段、及び前記関心部位の輪郭の検出処理を実行し、
検出結果に基づいて輪郭を設定する手段の少なくとも１つである請求項１に記載の超音波
診断装置。
【請求項３】
　前記音響特性評価手段は、演算された前記被検体の音響特性に関する物理量に基づいて
、超音波の送信及び受信の少なくとも一方の遅延回路の遅延時間設定を変更する請求項１
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に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記音響特性評価手段は、演算された前記被検体の音響特性に関する物理量に基づいて
階調化された音響特性画像を生成し、前記表示手段に表示する請求項１に記載の超音波診
断装置。
【請求項５】
　前記画像撮像装置は、Ｘ線ＣＴ装置、磁気共鳴撮像装置、マンモグラフィー装置、ＰＥ
Ｔ装置、及びレントゲン装置のいずれかである請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　画像撮像装置により取得される被検体の関心部位を含むリファレンス３次元ボリューム
データを格納する記憶手段と、前記被検体の関心部位と同一の関心部位を含む超音波３次
元ボリュームデータを撮像する超音波撮像手段と、前記リファレンス３次元ボリュームデ
ータ及び超音波３次元ボリュームデータのそれぞれについて前記関心部位の体積を算出す
るとともに、算出された前記関心部位の体積の比に基づいて前記被検体の音響特性に関す
る物理量を演算して表示手段に表示する音響特性評価手段と、を備えてなる超音波診断装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に係り、特に、被検体の生体組織の音速、弾性率、及び減衰
定数などの被検体の生体組織の音響特性に関する情報を提供する超音波診断装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来の超音波診断装置は、非特許文献１（Ｐ．１１０）などに記載されているように、
生体の平均音速を被検体の組織の音速として仮定して用いて、例えばＢモード像などの超
音波断層像（以下、適宜ＵＳ像という。）を構成していた。
【０００３】
　すなわち、ＵＳ像を構成するに際して、超音波の距離方向（以下、適宜超音波送信方向
、或いは縦波の伝播方向という。）の距離換算は、仮定した音速の大きさと受信信号の到
達時間とに基づいて、その受信波形を生成した反射体の深度を推定することによって行わ
れていた。
【０００４】
　すると、仮定された音速と被検体の実際の音速との間のずれが大きくなると、計測した
関心部位が実際の大きさとかけ離れた大きさとして画像化されたり、設定音速によって決
まるフォーカスにずれが生じて方位方向（超音波送信方向に直交する方向）の分解能が低
下したりするなど、様々な弊害が発生する。
【０００５】
　一方、非特許文献１（Ｐ．１１２）には、音波伝播に関する特性量で生体組織変化の定
量化が可能であることが記載されている。つまり、例えばがんは悪性度が増すにつれて、
肝硬変などは繊維化が進展するにつれて音速が増加すること、脂肪化を伴う病変肝臓は、
音速、密度とも減少して弾性的性質を示す体積弾性率が小さく（軟らかく）なることなど
が知られている。このことから、被検体の組織の例えば音速、弾性率（体積弾性率）など
の音響特性に関する情報を検者に提供できれば診断に有用であると考えられる。
【０００６】
　特許文献１には、被検体の関心部位に対して異なる方向からの走査によって２枚の超音
波断層像を撮像し、この２枚の超音波断層像の相互相関演算をすることにより、被検体の
音速を算出することが記載されている。これは、仮定された音速に基づいて断層像を構成
する超音波エコー法では知りえない正確な距離情報（例えば、関心部位の画像上の位置と
実際の位置とのずれの距離）を、２枚の超音波断層像の相互相関演算を利用することによ
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って推定し、これに基づいて音速を算出するものである。
【０００７】
【非特許文献１】新超音波医学（１）医用超音波の基礎　日本超音波医学会編（医学書院
）
【特許文献１】特開２００５－４６１９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述の特許文献１に記載された技術は、相互相関演算を用いるため、算
出された被検体の音速の信頼性が損なわれる場合がある。
【０００９】
　すなわち、相互相関処理の対象となる超音波断層像に、何らかの原因によりノイズなど
が混入した場合には、この影響により算出される相互相関係数の信頼性は低下し、その結
果、算出される被検体の音速の信頼性が損なわれるおそれがある。
【００１０】
　そこで、本発明は、Ｘ線ＣＴ装置、磁気共鳴撮像装置などの画像撮像装置により撮像さ
れたリファレンス断層像を用いて正確な距離情報を得ることにより、検者に提供する被検
体の組織の音響特性に関する情報の信頼性を向上することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、本発明の超音波診断装置は、画像撮像装置により取得される
被検体のリファレンス断層像を記憶する記憶手段と、被検体のリファレンス断層像と同一
断層面の超音波断層像を撮像する超音波撮像手段と、リファレンス断層像及び超音波断層
像の２組以上の対応する組織部位に基準点を設定する基準点設定手段と、リファレンス断
層像の設定基準点を超音波送信方向に相当する方向の直線上に投影した投影点間の距離を
リファレンス距離として算出するとともに、このリファレンス距離と超音波断層像の設定
基準点を超音波送信方向の直線上に投影した投影点間の距離である超音波距離とに基づい
て、被検体の組織の音響特性に関する物理量を演算して表示手段に表示する音響特性評価
手段とを備えることを特徴とする。
【００１２】
　すなわち、リファレンス断層像及び超音波断層像は、被検体の同一断層面を撮像した断
層画像であるため、両断層像には対応する組織部位が含まれている。両断層像の２組以上
の対応する組織部位に基準点が設定されれば、各断層像において、設定基準点を超音波送
信方向（超音波送信方向に相当する方向）の直線上に投影した投影点間の距離、つまりリ
ファレンス距離と超音波距離が求められる。この超音波距離は、仮定した音速と投影点間
の超音波の往復の伝播に伴う所要時間とに基づいて得られた仮定の距離であるところ、リ
ファレンス距離は、この超音波距離に相当する距離を、例えばＸ線ＣＴ装置、磁気共鳴撮
像装置などの画像撮像装置で撮像したほぼ正確な距離である。したがって、リファレンス
距離と超音波距離とを用いれば、音響特性に関する物理量の１つである仮定していた被検
体の生体組織の音速を正確な値として演算することができる。
【００１３】
　具体的には、被検体の組織の音速は、リファレンス距離と超音波距離との比と、超音波
断層像を撮像した際の超音波の設定音速（仮定していた音速）とに基づいて演算される。
また、被検体の組織の音響特性に関する物理量として、演算された音速と被検体の組織の
密度とに基づいて、被検体の組織の弾性率を演算することもできる。
【００１４】
　ここで、リファレンス断層像と超音波断層像の撮像断層面を合わせるためには、例えば
、画像撮像装置により取得される被検体の断層像のボリュームデータを被検体に予め設定
された被検体座標系に対応付けて記憶手段に記憶するとともに、
超音波探触子の位置及び傾きを検出するセンサの検出値に基づいて、超音波断層像のスキ
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ャン面の座標を被検体座標系に対応付けて算出することなどにより実現できる。つまり、
超音波断層像のスキャン面に対応した断層像データをボリュームデータから抽出してリフ
ァレンス断層像を構成することにより、両断層像の撮像断層面を一致させることができる
。
【００１５】
　また、本発明の超音波診断装置において、音響特性評価手段を、リファレンス距離と超
音波断層像の設定基準点における反射エコー信号の振幅比とに基づいて、被検体の組織の
音響特性に関する物理量を演算して表示手段に表示する構成としてもよい。
【００１６】
　この場合、音響特性に関する物理量は、リファレンス距離と超音波断層像の設定基準点
における反射エコー信号の振幅比と超音波断層像を撮像した際の超音波の設定周波数とに
基づいて演算される被検体の組織の超音波の減衰定数とすることができる。
【００１７】
　以上のように、本発明の超音波診断装置は、例えばＸ線ＣＴ装置、磁気共鳴撮像装置の
ような、被検体の断層像を正確な尺度で撮像できる画像撮像装置で撮像されたリファレン
ス断層像を用いることにより正確な距離情報を得ているので、従来技術のような相関演算
処理が不要である。したがって、相関演算処理に伴う音速などの演算結果の信頼性の低下
を抑制でき、検者に提供する被検体の組織の音響特性に関する情報の信頼性を向上するこ
とができる。
【００１８】
　また、本発明の超音波診断装置の他の態様は、画像撮像装置により取得される被検体の
関心部位を含むリファレンス３次元ボリュームデータを格納する記憶手段と、画像撮像装
置により取得された関心部位と同一の関心部位を含む超音波３次元ボリュームデータを撮
像する超音波撮像手段と、リファレンス３次元ボリュームデータ及び超音波３次元ボリュ
ームデータのそれぞれについて関心部位の体積を算出するとともに、算出された関心部位
の体積の比に基づいて被検体の音響特性に関する物理量を演算して表示手段に表示する音
響特性評価手段と、を備えてなることを特徴とする。
【００１９】
　すなわち、それぞれの３次元ボリュームデータから算出されるそれぞれの関心部位の体
積は、上述のリファレンス距離及び超音波距離を集合させたものであると言える。すると
、方位方向の画像化のずれが無視できるレベルであれば、リファレンス距離と超音波距離
との関係が、リファレンス３次元ボリュームデータから算出された体積と超音波３次元ボ
リュームデータから算出された体積との関係と同様となる。そのため、算出された関心部
位の体積の比に基づいて被検体の音響特性に関する物理量を演算することができる。
【００２０】
　具体的には、関心部位の体積の比と超音波断層像を撮像した際の超音波の設定音速とに
基づく被検体の組織の音速、及び音速と被検体の関心部位の組織の密度とに基づく弾性率
などの音響特性に関する物理量を演算することができる。
【００２１】
　特に、この態様では、リファレンス断層像と超音波断層像とを同一断層面で撮像するこ
と、各断層像に基準点を設定することなどが不要であるため、装置を簡略化することがで
き、また操作性を向上することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、Ｘ線ＣＴ装置、磁気共鳴撮像装置などの画像撮像装置により撮像され
たリファレンス断層像を用いて正確な距離情報を得ることにより、検者に提供する被検体
の組織の音響特性に関する情報の信頼性を向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明を適用してなる超音波診断装置の実施例を説明する。なお、以下の説明で
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は、同一機能部品については同一符号を付して重複説明を省略する。
【実施例１】
【００２４】
　図１は、本発明の超音波診断装置の第１実施例の基本構成を示すブロック図である。図
１に示すように、超音波診断装置１０は、被検体との間で超音波を送受する複数の振動子
が配列された超音波探触子１１（以下、適宜探触子という。）と、探触子１１に駆動信号
を供給する送信回路１２と、探触子１１から出力される反射エコー信号に対し増幅、アナ
ログディジタル変換などの処理を施す受信回路１４と、探触子１１の複数の振動子を駆動
する超音波パルスの送信タイミングを、送信遅延回路１６を介して制御して、被検体内に
設定される焦点に向けて超音波ビームを形成するとともに、反射エコー信号の受信タイミ
ングを、受信遅延回路１８を介して制御して、反射エコー信号の位相を整合させる送受信
制御回路２０などを有して構成されている。
【００２５】
　また、受信遅延回路１８から出力される反射エコー信号を加算する加算回路２２と、加
算回路２２から出力される反射エコー信号に基づき超音波断層像を構成する超音波像構成
部２４と、構成された超音波断層像を記憶する画像メモリ２６と、画像メモリ２６から読
み出される超音波断層像を表示する表示部２８などを有して構成されている。
【００２６】
　探触子１１には、位置センサ３０が貼り付けられている。位置センサ３０は、ベッドな
どに取り付けられたソース３２から発生する例えば磁気信号を検知する磁気センサを有し
て構成されている。位置センサ３０により、ソース座標系Ｓにおける探触子１１の３次元
的な位置及び傾きが検出される。ソース座標系Ｓは、ソース３２を原点Ｓｏとする３次元
直交座標系であり、Ｘ軸を被検体が横たわるベッドの短手方向、Ｙ軸をベッドの長手方向
、Ｚ軸を鉛直方向に合わせられている。なお、ソース座標系Ｓは、３次元直交座標系に限
らず、探触子１１の位置を特定できるものであればよい。また、位置センサ３０は、磁場
を利用するものに限らず、例えば光を利用したものでもよい。
【００２７】
　また、被検体の関心部位を含む断層像を撮像するＸ線ＣＴ装置である画像撮像装置３４
から出力される３次元ボリュームデータ（以下、ボリュームデータという。）を被検体に
予め設定された被検体座標系Ｐに対応付けるボリュームデータ作成部３６と、ボリューム
データ作成部３６から出力されるボリュームデータを記憶する記憶手段としてのボリュー
ムデータ記憶部３８と、ボリュームデータ記憶部３８のボリュームデータから所定の断層
像データを抽出してリファレンス断層像を構成し、構成したリファレンス断層像を画像メ
モリ２６に出力する抽出手段であるリファレンス像構成部４０などを有している。
【００２８】
　被検体座標系Ｐについては、被検体の特定部位が原点Ｐｏとして予め設定されている。
例えば、腹部の治療効果を判定するときは、剣状突起や肋骨を原点Ｐｏとして設定するこ
とができる。また、リファレンス像構成部４０により抽出される所定の断層像データとは
、走査中の探触子１１の位置及び傾きを検出する位置センサ３０の検出値に基づいて算出
される超音波断層像のスキャン面に対応したデータである。
【００２９】
　なお、ボリュームデータ記憶部３８に入力するボリュームデータについては、画像撮像
装置３４により被検体座標系の位置データに対応付けられたボリュームデータを取得し、
取得したボリュームデータを、ネットワークを介して入力したり、或いは、取得したボリ
ュームデータを光磁気ディスクなどの可般性記憶媒体を経由して入力したりしてもよい。
【００３０】
　また、超音波断層像を構成する各部、リファレンス断層像を構成する各部、及び被検体
の生体組織の音速などの音響特性に関する物理量を演算する音響特性評価部５０などを制
御する制御部４２が設けられている。制御部４２は、被検体の特定部位を原点とする被検
体座標系Ｐを設定する座標系設定手段４４と、探触子１１の位置センサ３０の検出値に基
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づき、探触子１１により撮像される超音波断層像のスキャン面の座標を被検体座標系Ｐに
対応付けて算出するスキャン面算出手段４６を有している。また、制御部４２に操作卓４
８からの指令が入力されるようになっている。
【００３１】
　続いて、本実施例の特徴部である音響特性評価部５０について説明する。本実施例では
、超音波探触子としてリニア探触子を用いており、図２に示すように、対象組織の診断を
行う。例えば、対象組織には図２に示すような関心部位があり、その関心部位を撮像して
いるとする。
【００３２】
　超音波撮像を実行すると、図３に示すように、関心部位を含むＵＳ像が構成されて表示
部２８に表示されるとともに、超音波断層像のスキャン面の座標が検出され、ボリューム
データからＵＳ像と同一断層面の断層像（以下、適宜ＣＴ像という。）が抽出されて表示
部２８に表示される。ただし、ＣＴ像は、表示部２８に表示される必要はなく、例えば、
Ｘ線ＣＴ装置の表示部に表示されていてもよい。
【００３３】
　なお、以下の説明では、超音波診断装置１０の設定音速がＣｎｏｗ（例えば１５３８ (
ｍ／ｓ)）であり、その設定音速に基づいてＵＳ像が距離換算、及び、スケーリングされ
ているとする。また、このときの距離換算による単位長さ（単位）を、[ｍ（Ｃｎｏｗ）]
と表記する。また、ＵＳ像は、仮定した被検体の音速Ｃｎｏｗに基づくスケーリング[ｍ
（Ｃｎｏｗ）]／ｐｉｘｅｌにより画像構成がなされている。
【００３４】
　まず、検者によって、ＵＳ像上に基準点１，２が入力される。また、リファレンス断層
像となるＣＴ像上の基準点１，２に対応する組織部位に基準点１´，２´が入力される。
本実施例では、対応する組織部位を認識し易いように、関心部位の輪郭の下部の突起部を
基準点２，２´とし、この基準点２，２´を通る超音波送信方向の直線と関心部位の輪郭
の上部との交点を基準点１，１´としている。なお、ＣＴ像においては超音波送信方向と
いうのは観念できないものであるが、両断層像の座標系は対応づけられているので、ＵＳ
像の超音波送信方向に相当する方向を、超音波送信方向とすることができる。
【００３５】
　続いて、ＵＳ像において、基準点１，２間の距離（以下、基準点を結ぶラインを評価ラ
インという。）が関心部位の距離方向の超音波距離Ｄｕｓとして計測される。つまり、Ｕ
Ｓ像上の関心部位の距離方向の長さは、Ｄｕｓ[ｍ（Ｃｎｏｗ）]となる。
【００３６】
　さらに、ＣＴ像においても同様に、基準点１´，２´間の距離が関心部位の距離方向の
リファレンス距離Ｄｃｔとして計測される。このリファレンス距離Ｄｃｔは、正しい組織
の大きさの値Ｄｔｒｕｅ  [ｍ]となる。つまり、ＣＴ像上の関心部位の距離方向のリファ
レンス距離は、正しい距離方向の距離なので、Ｄｃｔ＝Ｄｔｒｕｅ[ｍ]となる。
【００３７】
　ここで、ＵＳ像上での関係は、基準点１と２との間の超音波の往復の伝播に伴う所要時
間をΔｔとすると、以下の関係が成り立つ。
【００３８】
　　（式１）
　　　　２×Ｄｕｓ ＝Ｃｎｏｗ×Δｔ
　一方、関心部位の正しい音速をＣｔｒｕｅとすると、正しい関係は、以下のように表さ
れる。
【００３９】
　　（式２）
　　　　２×Ｄｔｒｕｅ ＝ Ｃｔｒｕｅ×Δｔ
　（式１）、（式２）より、正しい音速は、以下のようになる。
【００４０】
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　　（式３）
　　　　Ｃｔｒｕｅ ＝ （Ｄｔｒｕｅ／Ｄｕｓ）×Ｃｎｏｗ

  　＝　（Ｄｃｔ ／Ｄｕｓ）×Ｃｎｏｗ

　したがって、計測されたＤｃｔとＤｕｓ、及び既知のＣｎｏｗを用いて被検体の組織の
正しい音速Ｃｔｒｕｅが求められる。計測されたＤｃｔとＤｕｓ、及び算出されたＣｔｒ

ｕｅは、図３に示すように、表示部２８に表示される。
【００４１】
　このように、本実施例によれば、被検体の断層像を正確な尺度で撮像できるＸ線ＣＴ装
置で撮像されたリファレンス断層像を用いることにより、ＵＳ像上の仮定の距離（超音波
距離Ｄｕｓ）に対応する箇所の正確な距離情報（リファレンス距離Ｄｃｔ）を得ているの
で、従来技術のような相関演算処理が不要である。したがって、相関演算処理に伴う音速
などの演算結果の信頼性の低下を抑制でき、検者に提供する被検体の組織の音速の信頼性
を向上することができる。
【００４２】
　また、同一の組織断面をＵＳ像とＣＴ像で同期してリアルタイムに同一画面上に表示す
ることができるので、被検体の組織音速評価を、超音波エコー検査中に容易に行うことが
でき操作性に優れている。
【００４３】
　なお、本実施例では、表示部２８にＵＳ像とＣＴ像が並べて表示されて、基準点１，２
及び１´，２´を設定して正しい音速を演算しているが、これに限られない。例えば、表
示部２８にＵＳ像のみが表示され、ＵＳ像上に基準点１，２を入力するとともに、ＣＴ像
での基準点１，２に対応する箇所の距離をＸ線ＣＴ装置から取得し、取得した距離を、操
作卓４８を介して超音波診断装置に入力して正しい音速を求めることもできる。
【００４４】
　また、ＵＳ像は、仮定した被検体の音速Ｃｎｏｗに基づくスケーリング[ｍ（Ｃｎｏｗ

）]／ｐｉｘｅｌにより画像構成がなされている。そこで、演算により正しい音速を求め
た後、正しい距離を示すスケーリング[ｍ（Ｃｔｒｕｅ）]／ｐｉｘｅｌに基づいてゲージ
を変換、又は更新して、ＵＳ像上に正しい距離関係を表すゲージを表示するようになって
いてもよい。
【００４５】
　また、本実施例では、リファレンス画像として、Ｘ線ＣＴ装置により得られるＣＴ画像
を用いているが、比較対象となる診断画像は、ＣＴ像のみならず、ＭＲＩ、マンモグラフ
ィー、ＰＥＴ、レントゲン画像など、関心部位の大きさを正しく描出し、対比できる情報
であれば何でもよい。
【実施例２】
【００４６】
　本発明の超音波診断装置の第２実施例について説明する。本実施例は、第１実施例と異
なる手法で、ＵＳ像及びＣＴ像の同一断層面を取得するものである。
【００４７】
　つまり、本実施例は、図４に示すように、第１実施例の位置センサ３０、ソース３２、
ボリュームデータ作成部３６、リファレンス像構成部４０、座標系設定手段４４、スキャ
ン面算出手段４６などを用いない構成とするものであり、その他の構成、処理内容は実施
例１と同様である。
【００４８】
　この場合、ボリュームデータ記憶部３８に被検体の関心部位を含むＣＴ像をリファレン
ス断層像として格納しておき、このＣＴ像の関心部位の断面に相当する同一断層面を、探
触子を移動させながら探してＵＳ像を撮像するようにすることができる。また、逆に事前
にＵＳ像を撮像しておき、ＵＳ像に含まれる関心部位の断面に相当する同一断面をＣＴの
ボリュームデータからＣＴ像として取得し、対比するようにしてもよい。
【００４９】
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　また、ＵＳ像及びＣＴ像の３次元ボリュームデータを取得していれば、検査中に両画像
間の対比を行う必要はなく、検査後にオフラインで評価することも可能である。例えば、
関心部位を含むＣＴ像を３次元ボリュームデータとして取得してボリュームデータ記憶部
３８に格納するとともに、同一の関心部位を含むＵＳ像を３次元ボリュームデータとして
画像メモリ２６に格納する。そして、両ボリュームデータの断層像をスライス方向に沿っ
て表示部２８に表示させながら、各画像において関心部位の例えば面積、距離方向の距離
などが最大になる断面（最大割面）を探して、これを同一断層面とすることもできる。両
断層面の決定がなされた後の処理は、上述と同様である。
【実施例３】
【００５０】
　本発明の超音波診断装置の第３実施例について説明する。本実施例は、音響特性評価部
の処理が第１実施例と異なるのみであるので、その他の部分の説明は省略する。
【００５１】
　第１実施例では、関心部位を通る１ラインを評価ラインとして設定して音速を評価する
例を説明したが、評価ラインを複数本に拡張することができる。つまり、例えば図５に示
すように、基準点１～４、及びこれらに対応する基準点１´～４´を設定し、２本の評価
ラインのそれぞれで実施例１と同様の処理を行い、それぞれのラインで評価した音速を表
示部２８に表示するようになっていてもよい。
【００５２】
　また、得られた複数の音速結果に対して、統計的な処理（平均値や中央値など）を施し
、包括的に関心組織の音速を評価し、その結果を表示部２８に表示するようになっていて
もよい。
【実施例４】
【００５３】
　本発明の超音波診断装置の第４実施例について説明する。本実施例は、音響特性評価部
の処理が第１実施例と異なるのみであるので、その他の部分の説明は省略する。
【００５４】
　第１実施例では、ＣＴ像及びＵＳ像のそれぞれに対して、基準点１，２，１´，２´を
入力する例を説明したが、本実施例では、図６に示すように、検者がＵＳ像及びＣＴ像の
関心部位の輪郭を、超音波診断装置の操作卓４８の例えばマウスやトラックボールなどの
入力手段を介して入力するようになっている。
【００５５】
　すると、超音波の送信方向（距離方向）は所定の方向であるので、超音波送信方向の直
線と入力した輪郭との交点が、自ずと基準点として決定される。基準点が設定された後は
、各評価ラインのそれぞれについて実施例１と同様の処理がなされる。つまり、本実施例
によれば、実施例３をより効率的に行うことができる。
【００５６】
　また、輪郭の入力作業は、一般に境界検出処理や輪郭抽出処理といわれる画像認識処理
によって自動で行われるようにすることも可能であり、それにしたがえば、検者によらず
、音速の計測の一連の作業をすべて自動で行うことができる。
【実施例５】
【００５７】
　本発明の超音波診断装置の第５実施例について説明する。本実施例の超音波診断装置の
基本構成は第１実施例と同様であるので、異なる部分のみを説明する。
【００５８】
　第１実施例は、ＣＴ像から得られるリファレンス距離とＵＳ像から得られる超音波距離
との対比に基づいて音速を演算する例であるが、本実施例は、ＣＴ像のボリュームデータ
から得られる関心部位の体積と、ＵＳ像のボリュームデータから得られる体積との対比に
基づいて音速を演算するものである。
【００５９】
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　最近では超音波診断でも３次元ボリュームデータに基づいて３次元表示を行うことが一
般的になってきており、これによればＵＳ像による関心部位の体積をＶｕｓ、ＣＴ像によ
る関心部位の体積をＶｃｔとして求めることが可能である。　
　まず、Ｘ線ＣＴ装置により取得される被検体の関心部位を含む３次元ボリュームデータ
をリファレンスボリュームデータとしてボリュームデータ記憶部３８に格納する。また、
Ｘ線ＣＴ装置により撮像された関心部位と同一の関心部位を含む３次元ボリュームデータ
を超音波ボリュームデータとして撮像する。そして、音響特性評価部５０の構成要素であ
る体積算出部によりリファレンスボリュームデータ及び超音波ボリュームデータのそれぞ
れについて関心部位の体積を算出する。
【００６０】
　一定の方向にのみ超音波を送信する通常のスキャン方法では、その方向（距離方向）に
沿った軸のみが、装置の設定音速に依存した距離換算になるので、求められた体積の情報
を用いて、以下の式から音速を求めることができる。
【００６１】
　　（式４）
　　　　Ｃｔｒｕｅ  ＝（Ｖｃｔ／ Ｖｕｓ）×Ｃｎｏｗ

　それぞれの３次元ボリュームデータから算出されるそれぞれの関心部位の体積は、上述
のリファレンス距離及び超音波距離を集合させたものであると言えるので、方位方向の画
像化のずれが無視できるレベルであれば、リファレンス距離と超音波距離との関係が、リ
ファレンスボリュームデータから算出された体積と超音波ボリュームデータから算出され
た体積との関係と同様となる。そのため、算出された関心部位の体積の比に基づいて音速
を求めることができる。
【００６２】
　このように３次元ボリュームで評価すれば、ＵＳ像とＣＴ像の画像の間で同一の組織断
面を探索して選出する手間が省けるため、音速計測の効率を大幅に向上させることができ
る。また、各断層像に基準点を設定することなどが不要であるため、操作性を向上するこ
とができる。
【実施例６】
【００６３】
　本発明の超音波診断装置の第６実施例について説明する。本実施例は、音響特性評価部
の処理が第１実施例と異なるのみであるので、その他の部分の説明は省略する。
【００６４】
　実施例１は、評価ラインが超音波の送信方向に沿うように基準点を設定する例であるが
、本実施例は、評価ラインが超音波の送信方向に沿わないように基準点を設定する例であ
る。
【００６５】
　つまり、実施例１（及び実施例３，４など）では、超音波送信方向に沿った同一のライ
ン上に２つの基準点を設定し、その２点を結ぶ評価ラインをＵＳ像とＣＴ像で対比するも
のであるが、評価ラインの設定は必ずしも送信方向だけに限る必要はない。　
　図７に示すように、ＵＳ像で基準点１を設定し、その基準点と同一の組織点をＣＴ像上
に基準点１´として設定する。同様にして、基準点２，基準点２´をそれぞれ設定する。
このとき、ＵＳ像の距離方向をｚ軸、方位方向をｘ軸、ＣＴ像の距離方向をｚ´軸、方位
方向をｘ´軸とすると、各基準点の座標は、基準点１：（ｘ１，ｚ１），基準点２：（ｘ
２，ｚ２），基準点１´：（ｘ１´，ｚ１´），基準点２´：（ｘ２´，ｚ２´）となる
。
【００６６】
　このとき、基準点１，基準点２は、図に示すように、特に超音波の送信方向の同一ライ
ン上に設定される必要はなく、このように一般的に拡張した場合は、基準点間の距離（評
価ラインの長さ）の送信方向（距離方向）成分を互いに対比すればよい。つまり、Ｄｕｓ

，Ｄｃｔは、以下のように求められる。
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【００６７】
　　（式５）
Ｄｕｓ ＝ │ｚ１ － ｚ２│
　　（式６）
Ｄｃｔ ＝ │ｚ１´－ ｚ２´│
　このように、ＵＳ像の設定基準点を超音波送信方向の直線上に投影した投影点間の距離
が超音波距離Ｄｕｓとして求められ、ＣＴ像の設定基準点を超音波送信方向に相当する方
向の直線上に投影した投影点間の距離がリファレンス距離Ｄｃｔとして求められる。Ｄｕ

ｓ，Ｄｃｔが求められた後の処理は、実施例１と同様である。
【００６８】
　本実施例によれば、例えば関心部位の輪郭の突起部分のような、両断層像間の対応する
組織部位を特定しやすい箇所に基準点を設けることができるので、基準点の設定作業が簡
便となる。
【００６９】
　ただし、図７では距離方向と評価ラインの角度θを説明の便宜上大きく取ったが、この
ような場合には注意が必要になる。つまり、図７の（Ａ１）－（基準点１）間の距離と、
（Ａ２）－（Ｂ２）間の距離は、ＵＳ像上では同じであるが、超音波が伝播する経路とな
る組織が異なり、その音速もその組織に依存するので、実際の組織では（Ａ１）－（基準
点１）間の距離と（Ａ２）－（Ｂ２）間の距離は異なる距離を持つことになる。
【００７０】
　したがって、上記の観点から、関心部位の境界（辺縁）部に基準点をとると同時に、（
１）角度θが大きい場合、（２）Ｄｕｓに比較して、（Ａ２）－（Ｂ２）間（（Ａ１）－
（基準点１）間）の距離が大きい場合、（３）関心組織と周囲組織の間で音速の違いが大
きい場合などには、関心組織と周囲組織の配置関係によっては、関心組織の音速を求める
際の誤差が大きくなることがあり、その点を十分に注意する必要がある。したがって、距
離方向に沿った２つの基準点を用いて評価する方が高精度な音速評価には望ましいと考え
られる。
【００７１】
　なお、基準点は、関心部位の輪郭などの辺縁部に限らず、内部の点を選出してもよい。
例えば、関心部位の内部にある石灰化の領域などは断層像上で目印となるので、両断層像
に現れる同一の石灰化領域を目印としてＵＳ像とＣＴ像でそれぞれ基準点を設定すること
が可能である。
【００７２】
　また、本実施例では、評価ラインを２次元断層面に拡張して設定する方法を示したが、
さらに、ＵＳ像及びＣＴ像のボリュームデータを用いて３次元体積内に拡張して評価する
ことも可能である。この場合も、基準点間の超音波送信方向の成分の距離同士を対比すれ
ばよい。
【実施例７】
【００７３】
　本発明の超音波診断装置の第７実施例について説明する。本実施例は、使用する超音波
探触子、或いは超音波走査方法が上述の各実施例と異なるのみであるので、その他の部分
の説明は省略する。
【００７４】
　上述の各実施例では、リニア探触子を用いたリニア走査（リニアスキャン）を前提に説
明した。この場合にはリニア探触子の超音波送受信面に垂直な方向に超音波が送信され、
探触子から見た距離方向は、超音波の送信方向に一致する。
しかし、本発明は、このような条件に限らず、コンベックス探触子などでも同様に可能で
ある。また、例えばリニア探触子による空間コンパウンド法や、セクター探触子によるセ
クター走査など、超音波の送信方向が探触子の超音波送受信面に垂直な方向でないような
走査方法に従った場合でも、第１実施例などと同様の手法で、被検体の生体組織の音速を
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求めることができる。
つまり、同一の組織点となる基準点をＵＳ像とＣＴ像でそれぞれ設定するとともに、それ
らの基準点を結ぶ評価ラインの超音波送信方向（距離方向、伝播方向）の成分の大きさを
両画像間で対比することにより、任意の超音波探触子と走査方法の組み合わせで本方法に
よる音速の評価方法を適用することができる。
【実施例８】
【００７５】
　本発明の超音波診断装置の第８実施例について説明する。本実施例は、上述の各実施例
で求められた被検体の組織の音速に基づいて、ＵＳ像の分解能を向上させるものであり、
基本構成及び音速を求める処理は上述の各実施例と同様であるので説明を省略する。
【００７６】
　超音波エコー法に基づいた画像化における方位分解能は、超音波の放射方向に対して直
角な方向での分解能であり、超音波ビームの幅によって決定される。この方位分解能を高
めるために送信、あるいは受信において超音波ビームを収束させる方法が採られており、
アレイ振動子では配列方向のビーム収束は送受信信号の遅延時間制御によるいわゆる電子
収束法が採られている。
例えば、Ｍ本の振動子を用い、超音波探触子の超音波送受信面から距離Ｆ０の点（フォー
カス点）に超音波収束させるには中心の振動子の送受信信号ほど大きな遅延時間を与える
。すると、ｉ番目の振動子の信号に与える遅延時間τｉは、以下の式で表される。
（式７）
τｉ = {（ｉ－０．５－Ｍ／２）ｄ}２／（２Ｆ０ Ｃｎｏｗ）
ただし、ｄは振動子間隔、Ｃｎｏｗは現時刻における音速設定値である。また、セクター
走査方式などの超音波ビームを形成する方法として、超音波探触子のｉ番目の振動子エレ
メントに、以下の式の遅延時間を与えることによりθ方向に送信ビームを偏向させること
が一般的に行われている。
（式８）
τｉ ＝ （ｉ－１）ｐｓｉｎθ／ Ｃｎｏｗ

ここで、ｐは振動子エレメントの間隔、Ｃｎｏｗは現時刻における音速設定値である。受
信した信号にも送信時と同じ遅延時間を与えた後加算することにより、θ方向の反射波の
みを受信することができる。上記設定値の音速Ｃｎｏｗは、上述の通り、従来の超音波エ
コー法では、被検体の組織の仮定した音速を用いている。
したがって、この仮定した音速の値が実際に観測している関心組織の音速と異なると、距
離換算に誤差が生じるだけでなく、上記（式７）、（式８）からもわかるように、遅延時
間にも誤差が生じ、送信フォーカス、受信フォーカスともにずれを生じることになる。こ
れにより、ＵＳ像の空間分解能が劣化する結果となる。
【００７７】
　そこで本実施例では、上述の各実施例によって求めた関心部位の正確な音速Ｃｔｒｕｅ

の値を超音波診断装置の送信遅延回路１６，受信遅延回路１８にフィードバックし、探触
子１１の各振動子に与える遅延時間の精度を向上させ、ＵＳ像の高分解能化を実現するも
のである。
【００７８】
　まず、上述の各実施例で説明した音響特性評価部５０で正しい音速Ｃｔｒｕｅを演算し
て求める。次に、求められた音速の値Ｃｔｒｕｅが音響特性評価部５０から送受信制御回
路２０に渡され、（式７）で設定された遅延時間は、Ｃｔｒｕｅの値に応じた遅延時間の
設定として、以下のように更新される。
【００７９】
　　（式９）
τｉ ＝ {（ｉ－０．５－Ｍ／２）ｄ}２／（２Ｆ０Ｃｔｒｕｅ）
　この実施例では、正しい音速が求められた時点で連動して、装置により自動実行される
ように説明したが、検者が超音波診断装置の操作卓４８を介してＣｔｒｕｅの値を入力し
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、それに応じて送受信制御回路２０の音速設定（遅延設定）の値が更新されるようになっ
ていてもよい。
【実施例９】
【００８０】
　本発明の超音波診断装置の第９実施例について説明する。本実施例は、音響特性評価部
の処理が第１実施例などと異なるのみであるので、その他の部分の説明は省略する。
上述の各実施例では、被検体の生体組織の音響特性に関する物理量として、被検体の組織
における音速を求める例を説明したが、本実施例は、被検体の生体組織の音響特性に関す
る物理量として、被検体の組織の体積弾性率を求めるものである。
すなわち、対象組織の密度が一定値ρであると仮定すると、被検体の組織の体積弾性率Ｋ
は以下の式により求められる。
【００８１】
　　（式１０）
Ｋ ＝ （Ｃｔｒｕｅ）２×ρ
例えば、非特許文献（Ｐ．１１１）に記載されているように、正常のヒト肝臓では、密度
が１．０６ｇ／ｃｍ３ 程度であることが知られているので、関心部位が肝臓の場合には
、この密度の値と、計測したＣｔｒｕｅの値を用いて体積弾性率が求められるようになっ
ている。
【００８２】
　また、超音波診断装置の操作卓４８を介して、検者が上記組織の密度ρを自由に入力し
、それに基づいて体積弾性率の値が算出され、表示されるようになっていてもよい。
【実施例１０】
【００８３】
　本発明の超音波診断装置の第１０実施例について説明する。本実施例は、音響特性評価
部の処理が第１実施例と異なるのみであるので、その他の部分の説明は省略する。
上述の各実施例では、被検体の生体組織の音響特性に関する物理量として、被検体の組織
における音速，或いは弾性率（体積弾性率）を求める例を説明したが、本実施例は、被検
体の生体組織の音響特性に関する物理量として、被検体の組織の減衰定数を求めるもので
ある。
超音波の音響特性における減衰は、（ｄＢ／ｃｍ／ＭＨｚ）の単位で表現され、単位長さ
あたりの減衰量で表現される。しかし、超音波エコー法においては上述の通り、音速を仮
定しているために正しい距離を求められず、したがって、超音波エコー法に基づいた減衰
の評価は、その分精度が低下する。
【００８４】
　本実施例では、例えば図３に示すように、ＵＳ像上に２点の基準点１、２を設定すると
ともにＣＴ像に基準点１´，２´を設定することにより、上述の説明の通り、その基準点
１，２間の距離をＤｔｒｕｅ[ｃｍ]として正確に求めることができる。同時にその基準点
１，２のそれぞれにおけるエコー信号の振幅の大きさをＡｍｐ（１），Ａｍｐ（２）とす
ると、基準点１から基準点２までの間の経路におけるエコーの減衰量ＡＴＴ（１－２）は
、超音波の周波数をｆ０ [ＭＨｚ]とすると、以下の式で求められる。
【００８５】
　　（式１１）
ＡＴＴ（１－２）＝２０ｌｏｇ１０｛Ａｍｐ（１）／Ａｍｐ（２）｝／Ｄｔｒｕｅ／ｆ０

  [ｄＢ／ｃｍ／ＭＨｚ]
なお、エコー信号の振幅の比　Ａｍｐ（１）／Ａｍｐ（２）の代わりに、振幅の２乗の比
{Ａｍｐ（１）}２／{Ａｍｐ（２）}２ を用いてもよい。
上記の方法に従えば、正確に減衰の大きさを評価することができ、減衰に基づいた組織鑑
別を行うことが可能となる。
【００８６】
　なお、非特許文献１（Ｐ．１１３）に記載されているように、吸収の周波数に対する依
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存を、以下の式で表し、このα０（ｄＢ／ｃｍ／ＭＨｚ）とｎをパラメータとした検討も
行われており、組織の種類や病変によりα０だけでなくｎも変化することも指摘されてい
るが、病変との詳細な対応関係は未解明である。
【００８７】
　　（式１２）
　　　　α = α０・ｆｎ

　また、非特許文献１（Ｐ．４）に記載されているように、周波数に対する減衰定数の変
化を求め、これを周波数依存減衰或いはＦＤＡ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｅｐｅｎｄｅｎ
ｔ　ａｔｔｅｎｕａｔｉｏｎ）と呼ぶ。正常な生体軟部組織のＦＤＡはほぼ周波数の１乗
に比例（正比例）するといわれるが、このＦＤＡを用いて生体診断を行おうとする研究も
報告されている。
【実施例１１】
【００８８】
　本発明の超音波診断装置の第１１実施例について説明する。本実施例は、上述の各実施
例で、被検体の生体組織の音速、弾性率、減衰定数などを求めた後に、これらに基づく画
像を生成して検者に提供するものであるので、前提となる処理内容などについては説明を
省略する。
【００８９】
　例えば、実施例４で説明した関心部位の輪郭を入力する場合を例にすると、まず、図６
に示すように、関心部位の輪郭内部のすべての評価ラインｉ（ｉ＝０，１，２，・・・，
Ｎ )についてその経路を伝播する超音波の音速Ｃｔｒｕｅ（ｉ）を求める。
【００９０】
　次に、音響特性評価部５０の音響特性画像生成部により、図８に示すように、求められ
た音速Ｃｔｒｕｅ（ｉ）の大きさに応じて、例えば、カラーが割り当てられており、各評
価ラインをそのカラーで色付けして音速画像として構築する。また、色相階調化するだけ
ではなく、例えば輝度により階調化することもできる。
【００９１】
　同様に、実施例９で説明した体積弾性率の大きさや、実施例１０で説明した減衰の大き
さを音速の場合と同様の方法によって画像として構築することが可能である。
【００９２】
　このように音響特性を画像化することにより、例えば図８の音速画像ように、極度に音
速が速い方向が容易に認識される。その方向には、悪性腫瘍などの組織学的に硬く変性し
た組織がある可能性があり、診断情報として効果的に寄与する。
【００９３】
　また、３次元画像として音速画像、超音波減衰画像などが構築されて表示されるように
なっていてもよい。また、本実施例では、ひとつの関心部位についてのみ音速を評価し画
像化することを示したが、乳腺部位のように複数の組織がひとつの計測断面に分布する場
合には、それぞれの部位（脂肪、乳腺、筋肉など）について独立して音響特性を評価し、
それぞれの音速（体積弾性率、減衰）画像として構築し、表示できるようになっている。
【００９４】
　以上、本発明の超音波診断装置の各実施例について説明したが、本発明は上述の各実施
例に限られるものではない。例えば、実施例２の基本構成、及び実施例９で説明した処理
により被検体の組織の体積弾性率を求め、これに基づき実施例１１で説明した弾性画像を
生成して表示するなど、各実施例を適宜組み合わせて用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】第１実施例の超音波診断装置の基本構成を示すブロック図である。
【図２】超音波撮像をしている様子を示す概略図である。
【図３】表示部に表示されたＵＳ像とＣＴ像との関係を示す図である。
【図４】第２実施例の超音波診断装置の基本構成を示すブロック図である。
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【図５】第３実施例の音響特性評価部の処理内容を説明する図である。
【図６】第４実施例の音響特性評価部の処理内容を説明する図である。
【図７】第６実施例の音響特性評価部の処理内容を説明する図である。
【図８】第１１実施例の音響特性評価部の処理内容、及び生成される音速画像を説明する
図である。
【符号の説明】
【００９６】
１０　超音波診断装置
１１　超音波探触子
１２　送信回路
１４　受信回路
１６　送信遅延回路
１８　受信遅延回路
２０　送受信制御回路
２６　画像メモリ
２８　表示部
３４　画像撮像装置
３６　ボリュームデータ作成部
３８　ボリュームデータ記憶部
４０　リファレンス像構成部
４２　制御部
４８　操作卓
５０　音響特性評価部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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